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　　所有論 か らみ た環境保全
資源お よ び途上 国 開発問題 へ の 現代的意味

一

　　 嘉 田由紀子

（滋賀県立琵琶 湖博物館）

　本論は、環境保全、特に資源 の 利用 と管理 、保全を考える上 で所有関係が どの よ うなか か わ り

をもっ て い る の か、精神文化、社 会制 度、生 態 シ ス テ ム とい うプ ロ セ ス を考える 生 活環 境主義の

立 場 か ら理 念型 モ デ ル を提示 し、日本 や ア フ リカの 環境問題 へ の 応用例 を しめ す 。

　最初 に、所有論 と環境保 全 の か か わ りに 関 して 本誌上 で の 「池 田 ・井上 」論争 を、　「物認識」

「人間社会認識」　「歴史認識」 と い う切 り日 か ら検討 し、こ の よ うな認識過程 を問題 にす る意味

を、　「自然の と ら え方」をめ ぐる 3つ の 立 場、　「管理 主義」　「保護主義」　「共 同体主義」の 違 い の

な か か ら浮か び上 が らせ る。そ の 上 で 、こ れ まで 「公私」二 元 論、あ る い は 「公 共 私」三 元 論で

と らえ られ て い た所有体制問題を、斗種の 理念型 と して 提起す る 。 既存 の 「公私」区分 の 軸 に 、主

体区分 と して の 「法入体」 と 「生 活体」 とを 弁別 し、　「生 活体私有」　「法人体私有」　「生 活体公

有」＝ 「共有」、　 「法人体公有」＝ 「公有」 の 4種 と し、それ ぞ れ に精神文化、社会制度、生態 シ

ス テ ム の 特色を提示する。

　 こ の よ うな理 念 的検討 の 上 に、所 有論 か らみ た 開 発 問 題 を日本 国 内 の 事例 に よ っ て 提 示 し、所

有関係 だ け をと りだ し、環境保全 に順機能す る か、逆機能す る か 、 と い う見方 を排除 し、
い か に

地 域社会独自の 環境認 識 、社会的意思 決定、地域経営の 主体性 の 確立 プ ロ セ ス 、生態系保 全の か

か わ りを視野 にい れ た総合的 な研究 と政 策提言が 重 要 で あ るか を提起する 。

　最後 に 、開発途上 国で の 所有論の 現れ 方の 事例 と して 、ア フ リ カ ・マ ラ ウ イ 湖 で の 漁業資源 を

め ぐる 生物多様性保全 と住民の 生活保全 の 葛藤 とい う問題 を と りあげ、自然 の 認識 や 資源利用規

制、体制的権力 な どの 研究の 重 要
・1＃を 問題提起す る。

　そして 、全体 と して 、と もすれ ば別個 の レ ベ ル の 問題 と考え られ がちな地球環境問題 と地域環

境問題 を相互 補完的に理解す る ため の 枠組 み を提示す る。
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ド　所有関係 、総有、生活環境主義、生物多様性問題 、持続的 開発 、マ ラ ウ イ 湖

1，所有関係 と環境保全　「池田 ・井上論争」か らの 展開

　 「私有の魔術は砂 を金に かえる」と言 っ たの は19世紀の イギ リス の 農業経済学者、ア
ー

サ
ー ・

ヤ ン グである。 イギ リス の私有財産制度による資本主義的発展をささえた言説で もある 。 人間と

大地 、 人間と生 き物 との かかわ りに は、歴史文化的に きわめ て 多様な形態があ りうる 。 そ の 多様

性 と深 くかかわ りなが ら現在の環境問題 も生起 して い る 。 しか し、これ まで 「私か公か」 とい う

二 項対立的認識が近代化、植民地化 な どの 社会変動の なか で 世界的に ひ ろ まり、多様で 複合的な
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所有関係 を見る まなざしが 忘れ ら れ て きた 。 そ の こ とが ハ ーデ ィ ン流の 「コ モ ン ズ の悲劇論」の

ような見方を
一

般化 し、 現実に 生起 して い る環境問題に対 して の 「現実感覚 と想像力」を欠如さ

せ て きた （池田 ， 1995：33）。 そ の よ うな意味で 、こ の 問題を本誌で と りあげて討論を深めた 「池

田 ・井上論争1 は大変重要で ある 。 具体的な研究者個人を通 して はい るが 、
こ の論争は 、 個人 的

とい うよ りは 、むしろ私た ちが否応なくお かれ て い る社会的、思想的認識の違 い を反映 して い

る 。

　本稿の ね らい は 3点ある。ひ とつ は 「池田
・井上論争」の エ ッ セ ン ス をた どりなが ら、所有論

に かか わる3つ の認識領域 を提示する 。　「物 とは何か」 とい う 「物認識」、　 「人 間社会をどうみ

るか」 とい う 「人間社会認識」、そ して 「近代化や 開発問題をどうと らえるか」 とい う 「歴史認

識」の 3領域 で ある 。

　2点目は 、 上記 の 問題提起 をうけ て 、 どうして も 「人 と人 の 関係」に焦点が むか い が ちな所有

関係 を 「人と自然の 関係」 にまで 敷衍 して 、生態シ ス テ ム をも考慮 した形で の 人間 ・自然系につ

い て 総論的な パ ー
ス ペ ク テ ィ ブ を提示する こ とであ る 。

　3点目は、今後環境社会学研究が避 けて 通る こ との で きな い諸外国の 環境問題 、 特 に途上国問

題 にア プ ロ
ー

チす るひとつ の 手がか りと して、ア フ リ カ、マ ラウ イ湖 にお け る湖資源の 所有問題

と生物多様性保全 の 葛藤に つ い て 、今後の研究方向につ い て の 理念的提案 をした い 。

1，1．所有概念の 基礎に あ る物認識

　 「池田 ・井上論争」 は 、 所有関係は環境問題 を考えるの に重要か どうか とい う基本的な認識の

ちがい からは じまっ て い る 。 池田寛二 は 「所有の概念 は人間の 環境に対する関係行為を もっ と も

包括的 に意味 す る」　 （池田，1995；23） とい い 、 「い かなる物財を所有する場合に も文化的お よ

び社会的環境 との 関係行為を つ ね に伴わ ざるをえな い 」　（池田，1996a：177）とい う。 井上 孝夫

は池田 の い う所有を関係行為で ある と認め た上で 、それは 「物 をめ ぐる人間の 関係行為」 として

よ り限定的に考え ようと して お り、た とえば 「机」 を例 にあげて 「人為的 に加工 され た 机 とい う

物財 と 『私』お よび 『他者』の 関係が問題 となり、机 とい う物財の 素材 を提供 して い る環境 は直

接的に は問題 とな らな い 」　 （井上孝夫，1996：172）とい う。

　筆者 自身は、環境 とは関係概念で あ り、主体が措定され る とこ ろどこにで も環境概念が成立す

る と考えて い る立場か らす る と、井上が 「机」の 素材 を提供 して い る存在だけを環境 と考える立

場 に は 同意 し な い 。 「机」そ の もの も、たとえば座 る 人 に と っ て は環境 に なりうる。こ の 机 と私

との 関係は、机が空間的な場 を提供する機能的存在で あ っ て も、た とえば祖父か ら相続され た も

の である の か、大型 ゴ ミ捨て場か らひ ろ っ て 再利用 して い る もの で あるの か 、 意味 は多様で あろ

う。 その ような意味 を受けて 、その 机の 所有者が い な くな っ た時の 行方が左右され るで あろ う。

机ひ とつ であ っ て も土地の 一筆や家屋の
一

軒 と比べ られるほ どの意味が あるか もしれない ω
。

　こ の よ うに物を認識する とい う行為は、所有を考える上 で の 基本的な文化的意味 をせおわ ざる

をえず、そ の こ とが人と人の 関係を、人 と物 の 関係 に敷衍する社会文化的契機ともなる 。
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1．2．集団は自然人 か ？

　所有を人 と人 との 関係 ととらえ る 時に 、 人が おかれ て い る 社会的位置 が 問題 とな る 。
つ ま り所

有主体で ある。私と公の 二 項対立的な所有主体 に対 して 、所有主体 を個人、家族 まで ふ くめ て

「自然人」 と、観念上 の人格 をそなえた 「法人」 とを区別 する の が池田 の考え方で あ り、 彼 の 独

自性で もある 。 こ れ に対 して 、井上は集団を 自然人に含める こ と に疑問を呈 して い る （井上 孝

夫，1996： 173）。 池田 の 言葉使 い 「自然人」は、確かに誤解をうむかもしれない 。 身体的個人の

ように思 えるか らで ある 。 しか し、国家や法人企 業な どの 集団が 、 現代社会 にお い て観念と して

成立 して い る の に対 して 、家族や村落などの集団を包括的に表す言語がな い の も確か で あ る 。 池

田はい わば 「法人」を切 り取 っ たあとの 「残 りもの カテ ゴ リ
ー
」を 「自然人」と表現 した ともい

える の で はな い だろ うか。そ こ で 池田 の い う 「自然人」 を、日常的な生活上 の コ ミュ ニ ケ
ーシ ョ

ン の ある 、生活世界を構成する 人や 人び との集まりとして あえて独 自の 存在と して 「生活体」 と

こ こ で は規定 した い
。 別 の 言葉で い うと こ れ まで 「公私」二 元論で ぬ けお ちて い た 「小 さな コ

ミュ ニ テ ィ」　（小共同体）に基盤をおい て社会関係をみ て い くとい う姿勢で もある （鳥越，1997：

28．33）。

1．3．総有的共有の歴 史的位置づ け

　井上が物を物理的存在 と して の み とらえることか ら 、 そ の 論理的帰結は、次の よ うな歴史認識

の なか に 凝縮 され て い る。　「一物一権を基礎 とする近代社会に お い て 、共同占有は封建的所有の

残滓と して徹底的に排除され て きた経過がある」　（井上孝夫，1996；173） と。 こ こ に は 「独立 し

た近代的個人」 を基準に して 人間を把握する 方法論的個人主義が み える 。 しか し、所有関係は、

歴史文化的につ くられ て くる もの で ある 。 筆者は滋賀県余呉町川並地区の 事例で 、村落 とい う団

体に帰属する こ とと、森林や水面を利用する こ ととがか さな りあ っ た総有関係が 、 明治維新以降

の社会変動の なか で い か に実践的 に現在まで継承され て きた か を示 した （嘉田，1997a；72−83） 。

明治以降の 日本の 土地制度の 近代化過程を解説す る紙幅は こ こ にはない が、公法的に排除しよ う

と した総有的共同占有で はあるが、近代民法の なか で も 「入会」を認め ざるをえず 、 後述 の よ う

に現在で も百万ヘ ク タ
ー

ル を越 える山林が入会 的管理 の もとにある と推定 され る 。 こ れ らの 地域

では 「住民の エ ゴ」　「封建的」　「前近代的」 とい う烙印を研究者や行政か ら押 されなが らも、地

域住民 自身に よる資源の 保全管理が行わ れ て きた経緯が み られ る （古 島，1964＞ 。 また河川や湖

沼、沿岸域などの 水面で の魚類や藻類の 採取権などにつ い ては 、 総有的な所有関係 を実態 として

生 かす かた ち で 、慣行水利権や共同漁業権が 公認され て きた （Kada ，1984 ： 137−158） 。

　一方、視点を ア ジ ア 、 ア フ リカ の 途 ヒ国に転 じて み る と、多 くの 途上国が植民地体制の なか

で 、 「公 私」二 元的な 「近代的所有制度」の徹底を外部権力か ら強制され なが ら 、 土着的な所有

慣行 を維持 して きて い る こ とも見逃せ ない
。

こ こ に は 、 西欧的近代化を歴史的必然として考える

の で はな く、そ の 多様な意味づけ と位置づ けが必要で ある とい う歴史認識の ちが い がみ られ る 。

　筆者 自身は、近代社会に胎児の ご とく埋め込まれた 「環境問題」は近代を超 える とこ ろに求め

る必 要が ある と考える立場 で ある （嘉田，1994 ：213−234 ） 。 か とい っ て 、井上 の危惧す るように

（井上 孝夫，1996：176）、市場 シス テ ム を完全に排除する こ とを望ましい と思 っ て い るわけで は
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な い 。　「行き過 ぎた近代化」 に対 して 歯止め をか ける必要がある とい う現実認識 に基づ い たきわ

め て 実践的な思想で もある 。

　 「池田 ・井上論争」の なか で 十分展開され て い ない の が、人と人の 関係が、人と自然の 関係 に

い か に投影 され る か、とい う理解の道す じで ある 。 そ こ に は、それぞれ の 社 会状 況 を背景に した

環境認識 、価値観、社会的意思決定、な どの 問題が介在 して くる 。 その なか で 、まず人が 自然を

どうと らえる の か、とい う基本的価値観 に つ い て次 に み て み た い 。

2，自然の と らえ方をめ ぐる三 元的理解 　生活環境主義とパ ル ソ ン図式

　　 環境問題の分析や政策提 言、 実践活動に は、い や お うな くそ れ ぞれ の研究者や行政 マ ン な どの

　　「自然の とらえ方」が反映 され る 。 こ れ は価値観 の 問題 で もある。筆者 らは完全に客観的 な第三

　 者の 立場は成立 しない と考え て きた （鳥越，1984：325 ） 。 それ ゆえ 「当該社会に 実際に生活する

　 居住地の 立 場」を とり、それ を理解する た め に 「生活環境主義」とい う見方を表明して きた 。
こ

　 れ に対 して 、近代科学技術で 環境問題が解決 で きる とい う見方を 「近代技術主義」、自然環境保
丶

全 を徹底する こ とで環境問題が 解決で きる とする見方を 「自然環境主義」 と理念的にわけた （鳥

　 越 編，1989；嘉田，1995） 。

　　 こ の 考え方に基づ き、地域生活の 現場で の 人 と自然の 相互 の つ なが りの 連続性 と近接性、社会

　 現象として の 環境問題 の プ ロ セ ス の 解明 、 そ の 背景にある知識 と情報の 意味、経験や感性の 意味

　 な どに つ い て 、 認識論 、 主体論、所有論、などの側面か ら分析 を重ねて きた 。 生活環境主義の 主

　 張は、ある技術や制度が、ある目的 を達成す るの に順機能するの か、逆機能する の か、あらか じ

　 め きめ こ ん で い る わけで はな い
。 それぞれ の 地域社会が制度や技術 を元 に、どの よ うな条件の も

　 と、どの ような社会的プ ロ セ ス をへ て、どの ような判断 を行 うか、そ の 過程 に リア リテ ィ の ある

　 切 り口 を読み とる とい う研究の 立場で もある 。

　　 こ の ような 「自然 をめ ぐる 三 元的理解」は 、ある意 味で 日本 とい う特殊 で 個別 な社会で の 環境

　 問題 の 現場を歩 きなが ら、具体的な フ ィ
ール ドの なかか ら生 まれ て きた もの で あ っ た 。 したが っ

　 て 、生活環境主義の よ うな見方は 、異な っ た文化社会状況 、い わ ゆ る 地球環境問題 と い わ れ る 問

　 題 の なか で 果た して有効性が ある の か とい う疑問もだ され て きた （高田，lgg5）。 とこ ろ が 、 近

　 年、環境問題に発言 をは じめ たヨーロ ッ パ の 人類学研究者たちの考え方の なかに筆者らの 理解図

　 式に 近 い もの が少な くな い こ とを発見 した （Ellen・and ・FUkui，1996 ； MiltonJ996；Descola 　 and

　 Palsson，1996） 。 それらは1990年代 中頃に
一斉 に発表され てい る 。 そ の なかか ら、こ こ で はパ ル

　 ソ ン （Palsson）の 理論を紹介 して み たい
。

　　 パ ル ソ ン は人間と自然 の か かわ りに関する モ デ ル をOrientalism，　Patemalisrn，　Communalism とし

　 て 提示 して い る （Palsson，1996 ：63−79） v あえ て 翻訳 する と 「管理 主義」 「保護主義」 「共 同体

　 主義」と い うこ と にな る だ ろ う。
パ ル ソ ン の 概念図 を 、 図1と して 提示 し よ う 12）

。

　　 「管理主義」 とは、　 「開発」　 「征服」　 「自然の利用」を重視する 立場で あり、自然の利用 目的

　 は生産、消費 、
ス ポ

ー
ツ、表現 の ためで ある とす る 。 自然管理 とは技術 的聞題であ り、ベ ーコ ン
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図 1　 パ ル ソ ンの 描 く人間一自然観 の3分 類
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流の合理 的思考 を自然にあて はめ る こ とに なる 。 科学者は物質的配慮だ けを行い
、 倫理的領域 に

か かわ っ て は い けない と考えられ る 。 専門家と素人 とは厳密にわかれ て お り、そ の 分断は ル ネッ

サ ン ス に起源を求め られる とい う。 共有地 （Commons ）で の歯止 め の な い 資源枯渇をおそれ て、

私有化が推進 される。専門家と素人との 区別をは っ きり行い 、そ の 結果、技術的専門家や行政的

テ ク ノ ク ラ
ー

トの 養成 を求め る 。

　 「保護主義」で は、人間は 自然を保護する こ とが で きる とい う思想の もとに、自然保護を求め

る 。
こ こ で も科学的専門家と素人 との 区別 は厳密に なされ る とい う点 で は管理主義と通 じる s ど

ちら も自然 を人間 に対極する もの とと ら えて い る点で も共通 し て い る 。 近代の 生態学的見地か ら

は 、 人間は 、 他 の 人 間の こ とで はな く、 他 の 種の こ とを考えるべ しとい う。動物の 権利を認め る

考え方は 19世紀の労働運動家に似て い る とい う。 圧迫された プ ロ レ タ リア ートの か わ りに、自然

ある い は動物がおかれた にす ぎない と 。 対象主義的 なの で、管理主義著 とい っ し ょ にな っ て、土

着の生産者や地域住民 を、洗練 され た思想 をもつ 自分たち 「ヨ ーロ ッ パ
、 ア メ リカ」人 と区別を

し、地域住民生活を圧迫する 。

　 「共同体主義」で は、自然の なか にある人間、人問の なか にある自然を尊重 し、自然と人 間の

連続性 と近接性 を強調 す る。専門家と素人の 区別 もあい まい で あ り、思考単位は、個人とい うよ

りは 、社会的関係の なか にある社会的存在 と して の個 人や 組織で あ る 。 そ こ で の 原理 は、コ ミ ュ

ニ ケ
ーシ ョ ン の 有無 で あ り、人間同士、あ るい は 自然と 人間 との コ ミュ ニ ケ

ーシ ョ ン ・プ ロ セ ス

で ある 。 た とえば ア ル ジ ェ リ ア の カ ビ レ の 人た ちの 間で は 、 親族関係の 養護が人間一自然関係 の

養護に浸透 し、人と土 地の かかわ りは 社会的つ なが りの なか で 表現され て い る とい うf／共同体主

義で は 「実践」　「互酬」　「かかわ りあい 」が重視 され る 。

　パ ル ソ ン の 図式は 、パ ル ソ ン 自身の ア イス ラ ン ドの 漁業者との 対話、漁業権研究の なかか ら生

まれ て きた もの で あ るが、彼は、人類学者は、フ ィ
ー

ル ドワ
ー

クの 現場で 、地元 の 人 と同 じ世 界

に くらす同僚として意味の ある互酬 的な企 画 を実行で きると主張する。
こ の ような うご きは、ハ

バ ー
マ ス の い う 「理想的な対話状況」に近 い もの で ある と。 人類学者は民族誌を地域 の 人 とい っ

し ょ につ くりだ して い くの だ と。

　研究者 として の 筆者の 立場 もパ ル ソ ン と共通する もの で ある 。
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3，「公私」「公共私」か ら 4種分類 へ ：「環境問題」 と所有関係の か か わ り

　環境保全 と所有関係の かか わ りに つ い て は、こ れ まで 「共有状態は順機能する の か 、 逆機能す

る の か」と い う論 の た て かたが しば しば なされ て きた 。
つ まリハ ーデ ィ ン の 論以降、所有関係と

い う制度が 、環境保全 と機能的にどうつ なが るの か とい う問題が議論 され る傾向にあ っ たが 、 筆

者 自身は、こ こ に 1対 1の 対応関係 を設定す る立場に は ない
。

　こ こ で言葉の 定義の 問題に ふ れ て お きた い 。 所有 （ownership ，　property）とは 、 人が特定の対象

を利用 し、利益 をうけ、処分 する ことが で きる権利で あ り、言い換 えれば 自然の もつ 、使用価

値、剰余価値、交換価値 を、他者に対抗 して 享受で きる状態 をい う。それ にた い して、使用価値

の み を享受で きる の が 「利用」　（use 　rights）で ある 。 また英語で い うholdingに対 して は、保有 と

い う言葉 をあて、それぞれ の文脈 に おける解釈を行 っ た。　「資源」とは生活や生産に とっ て意味

が ある と認識 され る対象 の 総体で あ り、 「保全」 とはそ の本来の機能 と役割 を 「全体と して保

つ 」 こ とで ある 。

　 さて 、最近 の 開発論 の なか で は
、 所有関係 、 特に 「資源の共有」に過剰期待をして い る面が み

える 。 例えば鳥飼は 「熱帯林の減少の よ うに、外部不経済が 関連す る場合 、資源 の 土地 の財産権

を明確に設定する こ とが環境保全につ なが る
……

利用者や地域 コ ミュ ニ テ ィ に財産権が長期安定

的に設 定されれば……土 地や森林の 収奪的利用は抑制され る」 と言 い きっ て い る 〔鳥飼，1998：

184−185）　o

　ある社会的境界を明確にする こ とで資源保全が な される とい う論は、個人とい う私的境界を明

確にす る こ とで 資源の 効率的利用が で きる とい うア
ー

サ
ー ・

ヤ ン グの 論 と論理 的 に峻別す る こ と

は 困難で ある 。

　筆者自身は、所有関係 と環境保全の 間 に い くつ か の 社会的 、 生態的プ ロ セ ス を想定する必要性

を重視する立場を とる 。 そ の ひ とつ は、価値観や精神文化の あ り方、で あ り当該地域で の 人び と

の つ なが りの 根底 にある価値観の 問題で ある 。 2点目は、生態的 な物質条件の 上 に成 り立 つ 、社

会、経済的な条件である 。 当該社会にと っ て意味の ある資源は どの ような もの か、それ ら は どの

ように利用 される の か とい うエ コ ロ ジ
ー

とエ コ ノ ミーに包摂され る領域で ある 。 3点 目は 、そ の

集団の構成員が価値観や精神文化を共有 （あるい は 共有せずに）し、い か に生 きて い るか とい う

現実感覚 をふ まえた生活実践 の レベ ル であ る 。

　イ ン ドネ シ ア の 熱帯雨林の研究か ら井上真 は、ロ ーカ ル コ モ ン ズ （コ ミュ ナ ル 〉には、　「生態

学的機能」　「社会文化的機能」があ る とい う　（井上 真，1997）。 類似の 社会文化的意味づ けは、

日本で もみ られる。前述 した余呉町川並 の 例で い うと、生態的多様性に 則 した 「重層的利用 ・所

有慣行」と 「物質循環」の シ ス テ ム の なか に、長期に わた る持続的生活を維持する物質的、生態

的 メ カ ニ ズ ム が 隠 さ れ て い る （嘉田，1997a）。 社会 の 秩序 を維持す る た め の 機能 と して 入札や

口明 けな ど の 「秩序 的慣習」が つ くりだ され 、 「社会化」 を経て 、世代的な継承が果た され る 。

「働 きか け」 「生活実践」 を重視する 所有観からは 、自然の 力をひ と りじめ しな い 「共有の 思

想」が生 まれ、私有水田 で もそ こ には い っ て きた 自然物である コ イや フ ナ の 私有を主 張しな い と

い う発想がみ られる 。 自らが手 を くだ して い な い
、

つ ま り労働 を投下して い ない存在 をひ と りじ
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めする こ とへ の 「はばか り」感覚が そ こ に は強 くみ られる 。 しか し、自らが 「養護の 思想」 を

もっ て育て た作物は確実に自らの もの とする 「私有感覚」 もある。こ れ らの 精神や感覚が、経営

体で あ り生活体で あ り精神的統
一

体で もある 「家」の継承を果た し、その家 を成員とする村落組

織 の 継承 を裏づ けて きた 。 こ こ に は前述 の 、ア ル ジ ェ リア の カ ビ レ の 人 た ち の 間で み られ る よ う

に 、　 「親族関係の 養護が 人間
一

自然関係の養護に浸透 し、人と
1
ヒ地の かかわ りは社会的つ なが り

の 中で表現」されて い る 。

　世界 中の 具体的な文化的伝統 をみ て い くと、　 「
一

物
一

権的」所有観で は解釈で きない 社会や文

化が数多くみ い だされ る。かつ て ア メ リカ イ ン デ ィ ア ン は、生物へ の愛着 を生み出すため にそ の

土 地 を私的に保有する （holding）こ とを必要とした だ ろ うか 、とア メ リカ の 歴史学者、 ドナ ル

ド
・
ウ ォ ス タ

ーは 自問する。　「人 々 は私的財 産を愛するためにそれ を保有する必 要 はない 」 とい

う （Worster，1993 ＝ 1997： 154） 。 逆に 、人は しば しば保有 に よ っ て 「愛i青の疎外、搾取 また は

無関心」に導 くこ とがある と。排他的な私的保有 の シ ス テ ム は 「支配」 と 「征服」の 精神を醸成

し、自然 との かかわ りの なか で 「協同的」 に思考する習慣 を放棄 さ せ る とい う。 ア ーサ ー ・ヤ ン

グ は 「排他的私有」が 「砂を金」にかえる愛 1青と管理意識 をは ぐくむ と言 っ た 。 ウ ォ ス タ
ー

とヤ

ン グ、ふ た りの 間には、私的所有に対する完全に対比的な論が展開され て い る 。 ウ ォ ス タ
ーの よ

うな思考方法は 、 これ まで の 近代的社会科学の伝統か らは 、 きわめ て 異例 な見方 ともい える u し

か し、ウ ォ ス ターの思想は 、伝統的社会の フ ィ
ール ドワー

クか ら生まれたパ ル ソ ンの 共同体主義

や筆者らの 生活環境主義 と通底す る考え方 ともい える。

　 こ こに い た っ て 、土地制度や所有制度が、い わゆる政 治 ・経済とい う領域 を こ え て、精神や文

化の 問題 と切 り結ぶ 糸口 が あた えられ る 。 近代的植民地主義体制 の もと、欧米の 公法を現地に あ

て はめ ようとして 、近代法を整備する過程で最 も無視され、そ の 存在すら認識 され る こ とな く、

法制度化が すすめ ら れ て きた 自然 と人間 の か か わ りの 原 点に は 、精神文化の 問題 が ある 。 こ れ は

また きわ め て 現実的な生活現場で の 課題で もある 。

　所有制度が 、人間と環境の かかわ りとい う総体的なシ ス テ ム にどうかかわ るかを、理念的、模

式的 に描 い て み よ う。
こ こ で は 「池田 ・井上論争」 の なかで みた よ うに、 「生活体」 と 「法人

体」 とい うふ た つ の 主体 を分類する 。 こ れ を 「主体区分」と呼ぶ 。　 「生活体」は 日常の 生産、生

活活動の なかで の コ ミュ ニ ケ
ーシ ョ ン を通 じて、知識や意識の 共通性をもつ 存在で ある 。 文書や

法令とい う契約で はな く、む しろ 「生活感覚」が意味 をもつ 社会的空間で もある 。　「法人体」 と

は、法律的に存在が規定 される契約上の存在であ り、い わば 「裁判」や 「文書」とい う近代的公

法が強 く意味を もつ 場で ある 。 そ れぞれ に 「私」領域 と 「公」領域 をわけ る 。
こ れ を 「公 私区

分」 と呼ぶ 。　「公」 とは、近代国家に おける税金や、村落に お ける協議費の ように 、特定の 個人

をこえて 、 「全体 の 福祉向上」 の ため の 社会的存在で ある。主体区分 と公私区分 をくみあわせ る

と4つ の象限が で きる 。 それ を図2 と して 示 した 。 左上 の 象限 は 、　 「私的生活体」で あ り、個人 あ

る い は家族の よ うな生活 を共にす る主体で ある。左下 の 象限 に は 「私的法人体」が くる 。 右上 に

は 「公的生活体」つ ま り 「共有体」 を想定 した 。
こ こ に は村落を典型とする地域社会や地域自治

会などが含 まれ るだろ う。 右下 には国家や 自治体の よ うな 「公 的法人体」を位置づ ける 。

　 この ような主体分類 に よ っ て 、 4種の所有体制が 区別 され る 。　 「私有体制」 をふ たつ にわけた
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図 2　所 有体制分類 の ため の 主 体 ・公 私区分

公　私　区 　分

私　　　 1　　 公

生活 体

一＿＿

私的 生 活体　　1　 公 的生活体

（翫 家族 ） 1 〔贓 社会｝

生 活 体 私 有 1　 共 有
＿＿＿＿＿＿L − 一＿＿＿＿

私

灘 i講 急 、

法人体私有 1　 公有

主

　

体
　

区

　

分

法人体

図34 種 の 所有体制 と人間 ・環境 シス テ ム

「生活体私有体制」　 「法人体私有体制」、公的体制 をふ た つ に わけた 「生活体公有 ＝ 共有体制」

「法人体公有＝公有体制」 で あ り、 それぞれ の 体制で 「人間」　「生 き物」 と い う主体が 「大地」

とい う場 とい か に か か わ りうる か を描 い て み た の が 図3で ある
「3  

　　「生活体私有体制」は個別の 農家や商家な ど家族的所有関係に もとつ い て、人間が大 地や生 き

物に働 きかけをして 、作物や家業的商晶などを生産ある い は消費する体制を い う。 自然や 生 き物

との か かわ りは、個別分断的な純粋消費家族か ら、農山村の 比較的 自給度の高 い 家族 まで さまざ
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まであ り、個 人 の 価値観 の 違い を最 も直接的に表現 してお り、生態的固有性 を有 して い る とい え

る 。 農家の 田や畑 をは じめ、人家の 庭、路地 の 植木鉢群 などの 固有性がそ の イ メ
ー

ジ で ある 。 所

有関係的に は、近代社会 におけ る文書主義だけが律する もの で は なく、生活の なか で の実践的働

きかけが意味 をもつ 関係で ある 。 純粋文書主義で はな い 典型 は、た とえば名義上 は権利 の な い 妻

に夫名義 の 財産の 貢献分 を認め るとい うよ うな考え方にあらわれ て い る。こ こ で み られる精神文

化は、子 どもを育て 、動植物 を育て 、老人 や 病人 をま もる 「養護の 精神」 とで も言え る もの で あ

る 。 流 れ る時間 は 、人 の
一

生 、ある い は 先祖か ら子孫まで の 複数世代をふ くむ世代的時間 と なる

（嘉E日，　1982）　o

　 「法人体私有体制」は、株式会社な どの 私企業に典型 的 にみ られ るが、利益を生み出すこ とが

基本的な活動で あり、文書主義 に よ り特定の 商品や サービス を生 み 出すこ とが 目的 とな る 。 その

結果、商品の 性質に もとつ い て生態系は特定目的 をもつ もの となる “．ゴ ル フ プ レ イとい うサ
ービ

ス を生み 出すゴ ル フ 場、ス キ
ー

プ レ イを可能 にする ス キ
ー
場な どが典型 で あ る 。 そ こ で 流れ る時

間 は 「企業的時間」であ り、基本的精神は 「支配」で ある。生物や 自然は企業的商業活動の 対象

で あ り、人間存在そ の もの か ら切 り離 さ れ て い る 。

　生活体公有＝共有体制 の も と で は
、 重視 され る の は 「生活実践」 で あ り 「働 きか け」 で あ り、

時間は先祖か ら子孫 まで 含めて 、共同体的な人間の つ なが りの なかで理解 される 。 自然との かか

わ りは連続的で
一

方的な 「ええ と こ どり」はで きな い が 、 悪 い と こ ろばか りで もな い とい う相補

的な関係 を理想 とする 。 自然や生物 を対象化する意識は弱 く、両者の連続性や近接性が特色で も

あ る。
こ こ で は 、 家族の ような私的生活体の なかにある 「養護 の精神」と、他者 と協同的に もの

を考え、行動する 「共同の 精神」が複合的に働 い て い る 。

　法人体公有 ＝公有体制下で は、人間 と大地の かかわ りは法律 に よ っ て 、主権者か ら付託 され る

関係で あ り、付託の 内容、手続 き、ね らい な どに よ り、きわめ て多様なかか わ り方が あ りうる 。

そ こ で 流れ る時間は、極端に い うと特定 の 担当者に とっ て の 2〜3年 とい う担当者時間か ら、百年

に
一
度の 洪水 とい う論理 の 正当化の 場合の ように きわめ て 長 い 時 間 もあ り、行政 の 前例 主義と担

当者主義と の なか で 恣意的 に変わ る 「行政的時間」が 想定 さ れ る 。 人間と大地 との かかわ りに ひ

そむ基本精神 は、対象 との切断に 基 づ い た 「管理」で あ り、大地 に かか わる生物や生態系とい う

条件か ら切 り離 され、個別部局単位に よ り、要素的で あ り、全体性へ の 視点は本質的に 不要ある

い は行政的 には排除 され るべ きもの で ある 。 もし行政が生物や生態を扱 うとした ら、それ は行政

的対象 と して の 「生物」で ある 。

　 こ の よ うな所有体制の違 い は、人びとの 精神文化や 自然観 ともあ い まっ て 、総体的な仕組み と

して 理解す るの が今の とこ ろ妥当で はな い か 、と筆者は考 えて い る 。

4，所有論か らみ た開発問題

　所有関係の 違 い は 、 地域開発や地域 の 環境保全に どう影響 し、それ はそれぞ れ の小 さな共同

体、地域社会の なかで どの ような意味をしめ て い る の か、日本の 事例から次にみ て み た い 。
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　 「開発」は多くの場合、地域住民にと っ ては望 ま しい もの で ある 。 そ こ で 、地域住民の なか に

も、共有状態を 「封建的」　「開発で きない か ら不都合」 と考える人 たちは少な くない
幅

。 ダム

建設や ゴ ル フ 場開発は、開発者や大企業 に住民がだ まされた、とい うだ けの
一

方的な判断で即断

で きな い 場合がおお い ， た とえば前述の余呉町の 川並 は、昭和 30年代 に大手の 開発業者が、湖 と

周辺 の 山全体 を観光開発 しようとした。しか しきわめ て 重層的な所有状況か ら、土地の 買収をあ

きらめ 、 開発か ら撤退 した ［［’ ）
。 そ の結果、現在 もか つ て の 土地利用 と景観、利用慣行がかなり

の程度維持 され て い る 。 観光開発がすすまない 状況 を 「環境保全が で きた」 とい うならば、伝統

的 な所有関係 に よ り開発を回避する こ とで 、環境保全を果た した例 ともい える 。

　しか し、筆者自身は開発の 是非を結果の みか ら とらえる とい う立場は とらない
。 誰が、何を求

め て 、 どの ような開発 をして、そ の 結果、地域の 人たちの 生活条件や精神的文化 、 総体 としての

福祉 の 向上がなされたか どうか、とい う社会的プ ロ セ ス を重視す る立場で ある 。

　林政学 の 土屋俊 幸の 研究は 示 唆的で ある 。 土屋は全国に 600 ヶ 所以上ある ス キ
ー
場 の 開発形態

を、外来資本と地域資本な い し は地元集落 との 関係か ら5つ の タイプに類型化 し、外部か ら参入

した資本の 活動を地元集落が規制 して い る 「地元主導型」ス キ ー場の 存在に着 目した 。 地元に よ

る 規制力の 強弱を左右する決定的な要因 として 、
ス キ ー

場敷 の 土地所有形態をあげる 。 土地所有

が、地元 の 集落や 自治体の 意向を直接的に反映で きる ような形態の場合 、 その 経営は 地元の 主導

の もとで お こ なわれ る こ とが多い とい う。 そ してそ の よ うな所有形態は 「入会起源の …総有的

な」 もの で ある とい う （十屋 ，
1997 ；35） 。

　地理 学の 白坂蕃 は 、野 沢 温 泉 村 を事例 と し て 「地元 主導型」 開発 を論 じ て い る （白坂，

1976） 。 野沢温泉村は総有的な ス キ
ー
場の リフ ト設置場所の 土地所有権 と総有的な温泉権 とをく

み あわせ て生活者感覚 に富む、きわめ て巧み な地域開発 を行 っ て きた事例 とい える
1
’
S，：

。

　 ス キ
ー場開発の モ デ ル は琵琶湖周辺に もある 。 函館山ス キ

ー
場は土地 を外部資本に売却 し 「外

部主導型」開発 をお こ な っ た。マ キ ノ ス キ ー場は 、もともと村落の入会地 で あっ た とこ ろを、民

宿経営を主体に し て 「地元主導型」開発 をお こ な っ た。琵琶湖畔 マ キ ノ 町 の知内村の キ ャ ン プ場

開発に おけ る経緯も上 記 の ス キ ー場開発 と共通する （松田 ，1984：120−139）。昭和 30年代末、知

内村の リーダ
ー

たちは 、 浜の 開発方針 を論じた。上記の函館山とマ キ ノ の例な どを視察を して 、

「基本は村が に ぎっ て い なあか ん1 とい う方針で 、 村主体 の 管理が決め られ た 。 現在で も、村落

組織が 、浜の収入を確保 し、 自治会館の 運営や事務員の雇用などに あて 、村落運営の基本資産を

維持 して い る （嘉田，1988：124−146）　 ，、

　古島敏雄は 1964年、人会権の解体問題 につ い て次の ように言っ た 。 　「基盤の処分権を市町村が

握る とい っ た形にすれ ば、観光資本が 、少数の 地方有力者 との 話 しあ い によっ て 、容易に旧来の

農民の 所有地 を大幅に奪い と っ て しまうとい う方向へ の 近道 に なる とい うこ とが ある」　（古島

1964：87） と 。　「少数 の 地方有力者」あ る い は市町村議会 をも含め て 、い わ ゆ る 「地方名望 家」

に よる私的利権が らみ の 開発の 推進 とい う事例 をた くさん み て きた現代 日本 に お い て 、共同体的

所有関係 をて こ に、い か に主体的地域経営を行 っ て い くか 、と い う課題 は きわ め て 現代的な意味

をも秘め て い る と思え る の で あ る
〔7
 

　入会や総有にかかわる面積を日本全体で み る と、 1980年時点で の 推定入会林野は250万ha、 そ
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の うち約 130万haは共有慣行をもつ 林野 で ある （杉原，1994：ll8） 。 日本全国の水 田面積が約280

万 haで ある こ とを考える と決 して無視で きる面積で はない 。 しか も公法的な扱い が 困難なこ とか

ら、統計的数字にあらわれ て い ない 慣行共有林野はは る か に多 い もの と想像 され る 。 単なる 「封

建遺制」　「歴 史的遺物」 と して 無視で きな い 面積を しめ て い る。現在、人 と自然の かかわ りの 接

点 と して 社会的に も注目され は じめ て い る 二 次的 自然 と し て の 「里山」の 多くは、入会 や共有慣

行 を
ノ
もつ 山林で もある 。 総有、共有問題は 、 現実の 自然保護論、環境保全論の なか で避け て 通る

こ との で きない 社会的構造をつ くりだして い る ともい え る 。
こ の ような構造 は 、日本に限 っ た こ

とで はない 。 その 点を最後 に み て み たい
。

5．地球環境問題 と地域資源の所有　ア フ リカ、マ ラウイ 湖の 事例 よ り

5，1．持続的開発 と水域の所有問題

　1980年代以来 、 世界各地 の 所有慣行を歴史文化的か つ 生態的条件 の なか で 比較研 究する うごき

が活発になっ て きた 。 こ の背景 に は 1980年代 の 国連 環境特別委員会で の 「持続的開発」の 表明 の

影響を うけて 、 伝統的な社会における資源利用の研究がは じま っ た こ とに よ る
。 日本で は 所有関

係 と資源保全 の 関連 に つ い て は法社会学や地理学 の研究が あるが （我妻 ，
1932 ＝ 1996 ；千葉 ，

1956 ＝ 1991）、1980年代以 降は、国際比較の なか で分析する試みが は じま っ た 。 た とえばラ ドル

と秋道 （Ruddle 　and 　Aldmichi ）は、水域 の 利用権を対象に、多 くの 国で 伝統的な所有慣行が弱

ま りつ つ あるなか で 、日本で は近代化の過程で も総有的権利が残り、共同漁業権 として社会的に

機能 して お り、世界的に も特筆すべ き地域で ある と結論づ けて い る （Ruddle　and 　Akimichi，1984：

4 ） 。

　琵琶湖の 事例で み る と、 江戸時代 、 幕藩体制の なか で 成立 した地域 共同体を母体 とする漁業資

源の 利用原理 は、明治期の 「漁業法」、第二 次世界大戦後の 「水産業協同組合法」に よ る制度改

革を経て 、現代で も生 きて い る （Kada，1984； Kada ，
　t　991） 。 そ の 原理は 「家族経営主 義」 と総

有的 な村落共同体か ら派生 した漁業協同組合 に よる 「共同漁業権主義．」で ある ，， 琵琶湖 の ような

閉鎖的水域 で、長 い 間持続的 な水産資源利用が可能とな っ た の も 、 商業的漁業を排除 して 、小規

模家族経営主義 と共同漁業権体制を維持 して きた結果 で ある とも判断され る 。

　．一
般 的に は、湖沼や河川 の ような内水面は外洋 と異な り、地域社会に密着 した水域 とい える 。

またそ の 利用形態 も、魚類や水草、水そ の もの と、利用 資源 は多様で ある 。 魚に は移動性があ

り、水は流 れ る。資源利用 の 場 と空間を限定 しに くい
。 それだけに社会的利害対立を惹起 しやす

い 領域 ともい え、固有で多様な利用慣行、制度、精神文化が は ぐくまれ て きた 。 また内水面は人

間活動の 影響を受けやす く、水質汚濁 、淡水生物の枯渇な ど、緊急の 環境問題 をかかえて い る領

域で もある 。
こ れ まで 共有資源の 問題 は、土地や森林 を中心 に議論 され て きたが、水域 の 資源的

価値 をめ ぐる政治社会的対立、汚染や破壊問題 の 緊急性 を考え る と
、 水域 に お け る 「持続的利

用」 と所有問題研究は緊急の課題 とい える。
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5，2．マ ラ ウ イ湖に お け る環境問題

　マ ラ ウ イ湖 は ア フ リ カ 大陸の 南東部 に位置する、ア フ リカで 3番目に広 い 湖 であ り、表面積は

30，000m2を こ え、 琵琶湖の 46倍の面積が ある 。 湖は200万年以上 の 歴史 をもち、世界で も10個ほ

ど しかな い
卩
古 代湖

”
の ひ とつ で 、魚類進化 の 舞台 となり、固有種が 多い 。未同定 の 種 まで 含め

る と1  種あま りが生息して い る とい われ、世 界で も最 も魚種の多い 湖 ともい われ、生物多様性

の宝庫 と して も重要で ある 。 青や黄色の 色の 美しい 魚 （シ ク リ ッ ド）は 日本で も鑑賞魚と して 人

気が高 く、 生 きた魚は重要な輸出品で もあ り、観賞魚 として の漁獲i圧力に よ り、大型で美 しい 種

類が減少する とい う生態的問題 をかか えてい る 。

　湖の 魚はまた漁獲の 対象で もあ り、マ ラ ウ イ 国民の タ ンパ ク源の 約7割が 淡水魚に よ っ て 供給

されて い る 。 マ ラウ イ は人口 1000万人ほ どの 小 国で農林水産業な どの 第！次産業に よ り全就業人

口 の 80％が仕事を得て い る 。 1人あた り国民所得は年間180ドル、世界的に み て も
”

最貧国
”

の ひ

とつ で あ り、人口増加率 は年率3％ 以 ヒとい われ、自国 で 供給で きる魚資源は重要で ある。筆者

らの予備調査に よる と、好 き嫌い はあるにせ よ、ほ とん どすべ て の種類の 魚が捕獲され （貝類は

捕獲、食料 の 対象 で は ない ）、捕獲 されれば食され て い る。電気や ガ ス な どの 普及 して い ない マ

ラ ウ イ で の 魚消費は 、天 日 で 乾燥 （小 魚〉す る か、あ る い は薪で燻製 （大型魚）さ れ 、市場に 出

荷され る 。
マ ラ ウ イ 湖漁業は社会的に は 2種の ギ体に よ っ て 担わ れ て い る 。 ひ とつ は 、家族や親

族な ど か らな る い わ ゆ る小 規模漁業 （Artisanal　Fishery）で手 こ ぎの 舟や 船外機つ きの舟で の操業

が主 で
、 従事者 は約32，000人 、 仲買など流通関係者の数は約20万人と推定されて い る 。 近年の 入

口増加に よ り漁業者の数は増大傾向にある 。

一方、大規模な トロ
ー

ル 網 をも っ た船団漁業 も民間

会杜 によ っ て 経営 され て い る 。 漁業資源は市場価値の ある 人気の高 い 魚種の資源は枯渇 して い る

と漁業者、政府 と も強 く主張 し、社会問題 とな っ て い る 。

　また集水域全体 の 農地 面積は、過去30年の 問に2倍程度に な り森林伐採 もすすみ 、表土 の 流出

に よる土壌浸食、湖へ の 土砂流入 も社会問題 となっ て い る。また湖辺 の リゾ ー
ト開発や 工 場立地

問題 も、議論の 俎 上に の ぼ りは じめ て い る。

5，3．マ ラウイ湖の資源利用 をめ ぐる政治 と権 力

　マ ラ ウ イ湖が 西欧人 に 「発見」され た の は、1851年、リ ビ ン グ ス トン によ っ てであ り、そ の

後、イギ リ ス が こ の 地域 の 統治者となる 。 湖辺 の 資源配分の 問題 はイギ リス 統治時代の 1920年代

に始 まる 。 漁業資源 を誰が 管理する の か、漁業産業の 発展 は誰が きめ る の か、湖辺 の 土地を非漁

業的利用 地 と して配分す るの は誰か とい う課題 であ る。イギ リス 人や外国入 は、1920年代以降急

速に拡大 した南部ア フ リカの 鉱山開発や茶の プ ラ ン テ ーシ ョ ン開発に よる労働者用の 魚需要の 増

大に こ たえるべ き商業的漁業の 導入 と拡大をね ら っ た。そ して大型網 の 導入 による大規模漁業の

導入 などをはか る と と もに、い か に湖岸の 観光開発施設 をは りつ けるか に も関心 があ っ た

（Chirwa，1996：351−377＞　。

　1931年に は漁業規則が で き、い っ た ん は 非ア フ リ カ 人 の 漁業を禁止 す る が、1940年代に は大型

の 地曳網がギ リシ ャ 人 の 手で 導入 され た 。1964年の 独立後 も湖 の 漁業資源問題は常に社会問題化

され て きた 。 特に 1960年代以 降、化学繊維に よ る刺網 の 導入な どに よる舌L獲が 問題 に され た が、
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信頼に足る長期的 な統計資料は少ない 。 1967年に は ギ リ シ ャ 人の 漁業会社は、政府系の 組合運営

になる が、1990年代に は い っ て 海外援助国の指導に よる
1’
民営化

”
路線に よ り、完全民営とな っ

た 。
つ ま り市場 シ ス テ ム に の せ られた わけで あ る。とはい え、その 株主に は政府高官が名をつ ら

ね て い る 。 し か も、こ の 民 間会社は 、湖の 沖合い 資源を捕獲で きる大型 トロ
ー

ル 漁業の 特別免許

（特別漁業権）を政府か ら得て 、1社で 漁業総額 の 1  ％近 くを水あげ して い る 。 大型の 企業的漁

業は沖合 い 資源の独占的利用 者で もある 。

　フ ァ
ー

ガ ソ ン （Ferguson）らは、世界銀行や国連農業開発機構 （FAO ）の 開発の 基本路線が 、

1980年代以降、大規模開発から 「地域主導型開発」　 「住民参加」を強調 して い るが 、 こ れ は単に

レ トリ ッ クで しか な く、実質的 には中央政治権力と結びつ い た大規模資本家重視の政策 を行 っ て

い る と指摘 して い る 。 た とえば、1991年か ら8年計画で は じめ られ た世界銀行な どか らの マ ラ

ウ イ漁業振 興の 基金援助 の 目的 は、小規模漁業の振興を謳い 文句 として い る が 、援助金額の配分

の なか で 、生産現場へ むけられた資金 の 63％あ ま りが 商業漁業 （た っ た 1社 の ）にまわ され、圧

倒的多数をしめ る小規模漁業者 にまわ された金額はた っ た 11％で しか ない とい う （Ferguson　et

a1．，1993 ；2−4）　。

　池田は イ ン ドネ シ ア の 森林伐採 と熱帯雨林 の 減少問題 の 事例 をもと に、 「公共 的利益 と い わ れ

る もの が 実際には権力エ リ
ー トに独占される利益」　 （池田，1996b：220＞で あ り、 「現代社会の

グ ロ
ーバ ル な権力関係 を直視」　（池田，1996b：223）す る こ とが環 境問題 に対する社会学的アプ

ロ
ーチ の 課題で ある とい う。 マ ラ ウ イ に おける資源管理 の構造 との 共通性がみ られ る 。

5，4，地 域環境問題 と地 球環境問題 の 直結

　湖の 資源利用の 問題に、　「地球環境問題」が加わ っ た の が1980年代で ある 。　「自然保護」ある

い は 「生物多様性の保全」問題で ある 。
マ ラ ウ イ湖に は固有種が多 く生息し、そ の 生態系を保全

するため に 、 1980年に は 、ア フ リ カ で 最 初 の 水中 の 国立 公園、マ ラ ウ イ 湖 国立公園 が 制定 され

た 。

　マ ラ ウ イ湖 国立公 園 の 指定地 には、チ ェ ン ベ （Chembe ＞村をは じめ 5つ の地元集落が あ り数千

人が居住 し、漁業 と農業で 生計 をた て て い たが 、国立公園制定後は、湖岸か ら 100m以内の 漁業

活動、周囲の 森林で の 木材伐採活動などは禁止 された 。 こ こ で は地元民の 生活維持以上 に 、 世界

的に貴重 とい われ る生物種の 保全 が重視された こ とにな る。

　マ ラウ イ政府は、地域社会に漁業権 を『アえて 自主管理をさせ る とい う方針を1990年代以降実現

しようと して い る 。 た とえばイギ リス か ら派遣された漁業政策専門家、ブ ラ ン ド 〔Bland＞は 「漁

業権を地域に付与する とい う伝統的な手法に よる 自主管理が 重要で あ り……資源の あや ま っ た使

い 方が望 ま しくな い 方向になる、とい うこ とを住民 自身が知る こ とで 、資源保全 をはか る こ とが

で きる」とい う （Bland　and 　Donda ，1994） 。 こ の よ うな思想は、日本な どが伝統的な共同漁業権

や入会権を もとに、持続的 な資源利用 に成功 した と して 、1980年代後半か ら国際的 に 注 目され て

きた手法である 。 しか しこ の ような考えは必ず しもア フ リ カ の こ の地 における地域社会で の伝統

に基 づ い て発想された もの で はな い
。

い まや 「共有権」　「住民参加」は国際機関の常套句とな っ

て い る 。 また、マ ラ ウ イ 政府は生物多様性条約の 影響か ら、外来種の 放流！養殖 を禁止 した 。 生

ll9

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for Environmental Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Environmental 　Sooiology

嘉田 ：所有論か らみ た環 境保 全

態学的保全か ら考える と評価で きる こ とで あるが、国内で その 是非を議論する とい うプ ロ セ ス は

ほ とん どな く、い わ ば経済援助 とセ ッ トに な っ た 「ひ もつ き思想」 と もい える 。

　地球環境問題 が 「海外援助」や 「専門家派遣」 とい う金銭的、人的ル ートを通 じて 直接に地域

社会の 生 存に 影響を及ぼすよ うな政策が もたらされ るの が、マ ラウ イ湖辺で の 環境問題 の特色で

もある 。
マ ラ ウ イ 湖周辺 の 漁業者にと っ て は 、 世界の動向 、 世界の 思想は直接に彼 らの 生存に影

響 を及ぼす問題 とな るが 、 その こ とは環境教育の 問題 と解釈され、マ ラウ イ湖国立公園 の なか に

は 、 住民を
「

啓 蒙 ・啓発
”
し、　「生物多様性 の 重要性 を教えるべ き」環境教育セ ン ター

が海外 の

自然保護団体の 手で建設 され て い る 。 そ こ に は、彼ら漁業者の 生活と生存の 実態か ら学び、住民

自身に よ る 主体的な判断力に待 つ とい う姿勢はほ とん どみ られ な い
。

　こ の ような政 策実現や教育過程で 強調され る価値観 は、　「近代技術主義」 と 「自然保護主義」

で ある 。 前者は、湖 の 資源調査 をお こ ない 、科学的知識 に基づ い た最大収益を可能とする合理的

水産資源利用 を理念的に推進 し よ うとする 。

一方、自然保護主義者は
、 科学者的良心 の もと 、 生

物種の 絶滅 をふ せ ぎ、生物多様性を保全 する こ とを 目的に 、 住民生活か らで きる だけ分離 され

た 、 聖域 的な 自然保護区を求める 。
い ずれの 力も、法律や資本、そ して知的権力をともなっ て地

域杜会生活の 思想的基盤 をつ きくず して い く。 声の 小 さい 、とい うか本来言語化も困難で 、 声 に

ならない 、民衆の 生活実践 と日常の 価値観 と知識に視点 をお く立場はほ とん どみ られ ない 。

　前述の ような、4種の 所有体制 との かかわ りで み る と、大規模な商業的漁業の ような 「法人体

私有体制」と、 「公有」とい う名の もとに 生 き物を 「行政的存在」 として保護の 対象 と し、生業

者を閉め出す方式が権力的な支持 を得る こ とに なる。そ こ に は 「生活体私有体制」や 「共有体

制」 の 内部論理 へ の 関心 も、配慮もほ とん どみ ら れ ない
、 人び とが 日常の くら しの な か で 、湖 の

水、生 き物、とい か に か かわ り、人び とは そ こ に ど の よ うな認識 を もち 、 そ して どの ような社会

関係の もと に、漁業や農業が なされ て い るの か 、 問題に される こ とは少ない
。 これらの社会関係

と知識の 体系は 、 まさに暗黙的に地域社会で 了解 され、言語化 さえされて い な い 。 つ まり現地 に

住み こ んで さえ調査の 困難 なテ
ー

マ であ る 。 単に文献 と統計だけで まとめ られた報告書の なか に

そ の ような情報はは い りようが ない の で ある 。

　報告書重視 の 国際機関 の 伝統の なかで 、現場に足を運 ぶ こ とはほ とん どな い ア ドバ イザーの提

案が政策現場へ まわ され 、ア ドバ イザ ー自身は次の 赴任地へ 去る。こ うして新説は通俗化され世

界中をかけめ ぐる 。　「資源の 自主管理」も 「住民参加」もそ の よ うな通俗 として手あか に まみれ

る前に、そ の 内実を深め る研究が今緊急に求め られ て い る 。 それは地域環境 と地球環境を結ぶ 環

境社会学が とりくむ べ き緊急課題で もある。

注

〔1）筆者は 琵琶湖博物館で 展示 して い る黒光 りす る ゴ エ モ ン ブ ロ がい か にあ る家族 の ア イデ ン テ ィ テ ィ の

　 象徴 で あ り、家族代 々 伝承 され て きたかを論 じたが （嘉 田，1995：221−224）、こ れ まで の 博物館の 来館

　 者へ の 調 査 に よ る と、こ の ゴ エ モ ン ブ ロ は、人 び とが 共 感 を も っ て 見 る展示 物 の ひ とつ と な っ て い る。

　 物と環境の 重層的意味 を考 え た き っ か け は 、 古川 、 大西 ら との 共同研究 に よる （古川
・
大西編，1992） 。

（2）Orientalismは、あ る方向あ るい は ベ ク トル を指示する 「方向主 義」 とい う意味 と解釈 され る が 、こ こ で
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　は 内容的意訳 を して あえて 「管理 主義」 と訳 した 。

（3） こ れ は理念型 で あ り、現実 の 社会現象を理 解する の に助 け と な る フ レ
ー

ム の 域 を で て い ない 。現実 に

　は こ の 中間段階、連続的状況が あ る こ と は い うま で もな い 、、こ の 発 想の 下 敷きは 、農村社会学者の 川 本

　彰 の 「作物」　「人間」　「領土」 三冗図式 で ある U「「本，1983） 。

（4）た め 池や 山林な ど、村落の 共有空間の 所有関係 を財産 区 と して 整理 し、権利関係 を名実共 に
一

致 させ

　たとこ ろ ほ ど十地転用がすすみ、開発がすすむ、とい うこ とを経験的に 語る 自治体実務者 もい る 。 長 い

　間土 地改良実務 の 経験が あ る、琵 琶 湖博物館 の 水上 二 巳夫氏 の 指摘 に よ る．

（S）逆に 、資本側 か らみ て も、開発 に伴う資本投 下 を行うに は、所有関係を明確 に し、自己会社所有を原

　則 と して い る 会社もあ る 。 現在日本中で ス キー
場 や リゾートホ テ ル 開発 を行 っ て い る大企業体、K 社 の

　基本方針 は 所有権 の 買い 取 りで あ る とい う。 土 地所有 は 開発 す る 側、され る 側、い ず れ の 側 に も、死 活

　条件 として 意識 されて い る ともい える 。

（6）野沢温泉村の 河野 正
一

氏の 教示 に よ る と、田 沼意次の 増税政策 に 屈 した苦 い 経験か ら、温泉 は村落全

　体 の 則
．
産 で あ り、そ れ を守る組織と して 野 沢 組が 継承 され て きた とい う。野 沢組 には選挙で えらばれ た

　惣代、副惣代、協議員、区長、伍長が お り、行政 体 で あ る 野沢 温泉村営ス キー
場へ の 山 地 の貸し付け料

　や 、温泉管理 、林野 管堙、ま た行政 組織が に な うこ とが 困 難 な祭 祀 （道 祖 神 祭 り等 ）、雪 お ろ しな ど の

　生活扶助組織 と して も機能 して い る 。 山ひ とつ 隔 て た越後湯沢 が外部か らの 観光資本 に よ っ て 開発 さ れ

　た経緯 と くらべ る と対比的で あ る。

（7）青森県の むつ 小 川 原 の 開発過程 に お い て も 「初期の 土地買い 漁 り期 に は、村議 は 用地買収の 手先 とな

　り、不動産業者か らの 手数料 を稼い だ 。 ま た村議 は、情報も入 りや す く、利権と結びつ きや す か っ た」

　と長谷 川 公
一

は 指摘 し て い る （長谷 川，1998： 178） 。
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な 示 唆 を与 え て くだ さ っ た 査読者の 方が た に も感謝 し ま す。
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        OWNERSHIP  THEORY  AND

  ENVIRONMENTAL  CONSERVATION
ITS CONTEMPORARY  IMPLICATIONS  FOR

RESOURCE  AND  DEVELOPMENT  ISSUES

KADA  Yukiko

        LAKE  BIWA  MUSEUM

1091 Oroshimo, Kusatsu, Shiga, 525-OOOI, JAPAN

    This article discusses the relationship  between resource  ownership  systems  and

environmental  conservation. I approach  this issue from  the standpoint  of  the cultural

heritage of  value  systems,  social  institutions and  ecological  systems.  I posit an  ideal-

typical model  of  
"life

 environmentalism"  to contrast  Japanese and  African 1ake resource

systems.

     I base this ideal-type on  three main  points of  the Ikedallnoue Debate in Jburnat

of Environmental Sociology, Vol. 2, 1996 and  Vol. 3, 1997: perception of  material

environment,  perception of  human  society,  and  perception of  history. The  ideal-typical

categories  show  fbur types  of  ownership  regimes:  life-related private system,  cooperative

private system,  life-related communal  system  and  cooperative  public system.

     I use  this categorization to show  how  the indigenous development of  each

community  has been determined by the ownership  regime  of  land, water,  and  forest.

For the solid  fbrmation of  communal  systems,  not  ownership  itself, but rather  mental,

social  and  environmental  process of  ownership  utilization is more  important.

     Finally, the case  of  Lake Malawi, Africa, illustrates how  1ake-related resource

ownership  was  changed  by colonization  and  basic conflicts  between conservation  of

biodiversity and  people's needs  to use  the Iake resources.

    This case  shows  that communal  management  should  not  be implemented from

outside  without  understanding  of  local people. For better understanding  of  1ake diversity

and  management  by local people, cooperative  research  among  residents,  biologists

and  anthropologists  is recommended.

Keyworcts andphrases:  tenureship,  so-yuh,  lijb environmentalism,  biodiversity,

     sustainable  development, Lake  Malawi, community
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